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国土交通省 関東地方整備局

令和３年度 建設コンサルタント業務等の入札・契約、総合評価に関する説明会

５．令和３年度 補償コンサルタント業務
における入札契約手続き実施方針等について
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１．補償コンサルタント業務 入札契約状況
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Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 R１年度 R２年度

用地調査 0 0 0 0

用地補償総合技術 0 0 0 0

用地調査点検等技術 0 0 0 0

裁決申請等関係資料作成整理 0 0 0 0

災害復旧用地関係資料作成整理 0 0 0 0

計 0 0 0 0
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入
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件
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２．【補償コン】令和３年度 入札・契約手続きの実施方針について

【新規導入】（建コンに合わせて導入）

①事業促進ＰＰＰ業務の主任技術者（用地担当）経験の加点評価

→管理（主任）技術者実績を有する技術者を、他のプロポーザル方式で発注する業務に管理（主任）技術者として
配置する場合に、「部長・事務所長表彰 の経験」と同等に評価する。

①履行期限の平準化（地域平準化率）の推進

→補償コンは、品確法の対象外だが、可能な限り平準化を図る。

【引き続き実施するもの】

【今後、検討するもの】

・資料閲覧の効率化（クラウドの活用）

→クラウドの容量、補償コン業務における必要性等を総合的に考慮し、検討を進める。

②入札結果及び契約内容等に係る情報閲覧の効率化

→入札・契約過程、契約内容等に係る情報を自社等で「入札情報サービス（ＰＰＩ）」により閲覧できる方式に改善。

★建コン業務のR3実施方針の新規・見直しに伴う補償コンへの導入は、以下のとおりとする。

②災害活動実績の評価対象拡大

→評価対象を国（関東地整以外）の機関、地方公共団体、特殊法人等の実績まで拡大
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■令和３年度の調査対象業務

・積算基準 用地調査等業務費積算基準第７「営業その他の調査」に規定する「２打合せ協議」
を除くすべて

■標準歩掛の検証について

・「用地調査等業務費積算基準」については、Ｈ２４年度から各業務の所要作業時間実態調査を
実施し、順次標準歩掛の検証と改定実施中。

【用地調査等業務】
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■調査対象業務の明示

調査対象となる業務は、その旨特記仕様書又は指示書等の書面で明示

■調査歩掛

令和３年度に実施する業務
国債、繰越にて発注する業務等、既に発注手続を進めている業務についても、可能な限り調査の対象とする。

■調査期間

調査に関する作業歩掛は、関東地整ＨＰに掲載 （用地関係業務費積算基準における留意点について）

・全種目（業務計画書の作成を除く） ※平成３０、令和元年度からの継続調査

【用地補償総合技術業務】
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ここをクリック

関東地方整備局ＨＰトップ画面



国土交通省
関東地方整備局３．標準歩掛の検証に向けた所要作業時間等調査について

7

用地部のトップ画面

ここをクリック
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ここをクリック

３．標準歩掛の検証に向けた所要作業時間等調査について

入札契約のページ画面
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積算基準のページ画面中段
（画面を下にスクロール）

３．標準歩掛の検証に向けた所要作業時間等調査について

《本省ＨＰへ
ジャンプします》


